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未来を見つめ、より高きを志向する生徒 

一、賢く   創造力豊かな生徒 
一、豊かに  豊かな心を持ち、感動できる生徒 
一、強く   自ら考え、正しく実行できる生徒 
一、逞しく  身体をきたえ、逞しく成長する生徒 

  
 
夢と希望を抱き 志高く未来を切り拓く生徒の育成 
～よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力の育成～ 

 

                               新年度の活動がスタート 

                                                

 昨年度末の新型コロナウイルスにより急な休校から再スタートをきった４月６日（月）の始業式・入学式。新たに１年生を迎え制

約がある中学校にも少しずつ明るい生徒の笑顔と会話を楽しむ声が聞こえていました。そこに再度訪れた感染症の足音。５月６日（水）

までの再休校が訪れ、再び再延長となりました。いまだ収束が見えない不安の中、「今出来ること」と「我慢しなくてはいけないこ

と」を押さえ、再出発することを考えていかなくてはいけません。学校としても「今出来ること」と「今後やらなければいけないこ

と」を考え、この状況下でも富中生が学力向上・体力向上に向かい、夢と希望を抱き、志高く未来へと羽ばたいていけるよう支援し

ていこうと考えています。 

さて、この休校期間中２回のアンケートを取らせていただきました。その中でもやはり保護者や生徒の一番の不安が、学力面のこ

とでした。先が見通せず、計画通りに行かないことが今後も多くありますが、現状を今まで通り発信して行きたいと考えていますの

で、ご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後について】 特に、時間を区切り１日の日課表を作り、就寝前に反省をしてください。 

 

本校の教育目標 

今年度の重点教育目標 

新型コロナウイルスにより 登校した２週間に学校として行なったこと！ 

【学習面】 

・学習リズムの取り戻し…「50 分授業10 分休み」 

  １ヶ月以上このリズムを体験していないことで、集中力の持続が難しくなって

います。 

・未履修事項の学習…昨年度までの学習の積み残し 

  各教科で差はありましたが、最大８時間分を今年度の教科計画の初めに行ない

ました。 

【生活面・環境面】 

・生徒の座席を極力間隔をとる座席配置 

・給食…配膳の人数を最小限・手洗い・マスク・エプロンの徹底・トレイの除菌 

・１時間ごとの換気、グループ学習時の換気 

・清掃時の除菌活動 

【部活動】 

・活動時もマスクの着用 

・接触プレーの自粛 

・水道の共用の自粛による水筒持参 

・使用後に用具の除菌 

◎学習の仕方（今出来ること） 

 同じプリントをやってもやり方によって差が 

つきます。 

○答えを写す人 ○問題を解いて終わる人 

○自分の解答を確認する人  

○間違った問題が「なぜ」間違ったか追求する人 

自分はどの人となっているでしょうか？ 

 

最終的に、定着しているか（覚えているか）確認す

る方法は… 

自分の言葉で説明ができる。 

      ※説明は話だけでなく、ノートにまと

めることも説明という。 

体調管理・精神面管理・ウイルス管理 

この３つに留意しながら、学力・体力向

上を図っていました。 

しかし… 休校！ そこで今は 

○学習課題について 

  ・１日の学習予定表と1 時間単位の学習課題を配布します。 

  ・予習の学習課題には、学習支援のための動画配信による教

材の案内や、補助教材の案内をプリント等に明記します。

それを参考に学習を進めて下さい。 

  ・予習課題については、学校再開後、授業にて理解度を確認

し、復習を行いながら授業を進めます。 

  ・定期的に課題についての確認テストの結果（理解度）をマ

チコミメールにて確認します。 

  ・学習課題についての注意事項も配布します。 

○体調管理・生活面について 

  ・毎日の体温管理（朝夕2 回）を継続してください。 

  ・手洗い、うがいの徹底（特に外出後は） 

  ・ホームページにて、スクールカウンセラーの勤務日（7・

21 日）や相談窓口の案内を行っています。心身の健康

相談を気兼ねなく連絡してください。 

  ・外出時は、複数（２人以上）での活動を控えて下さい。

すれ違った時はあいさつ程度に済ませるようにしてくだ

さい。 



「北海道自転車条例」知っていますか？ 

自転車は安全に利用しましょう ＆ 万が一の事故に備えましょう 

北海道では、自転車利用者・歩行者の安全確保を図りながら、自転車の持つメリットを生かし、環境負荷の

低減や災害時の交通機能の維持、さらには道民の健康増進などを目指して「北海道自転車条例」が施行されま

した。条例では、自転車の安全な利用のため、自転車側面への反射器材の着用のほか、万が一の事故に備え、

自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。 

自転車に乗っていて相手と衝突し、ケガや骨折、重大な障害が残るなど、 

自転車の事故で高額な損害賠償を求められる事例が発生しています。 

学校では、交通安全について指導をしておりますが、ご家庭でも再度、 

子どもに自転車利用のマナーなど確認してください。また、他人にケガ 

や損害をあたえた時に補償する自転車損害賠償保険等に加入することを 

ご検討ください。 

詳しくは、北海道のホームページに掲載してあります。 

「北海道自転車条例 自転車損害賠償保険」で検索 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、今年度のＰＴA 総会、学校教育説明

会は中止とさせていただきました。PTA 総会につきまして、4 月１６日に議案書を配布

し4 月２８日までに意見を集約いたしました。その結果、ご意見・ご質問はありません

でしたので、提案の通りご承認いただいたものとして、お知らせいたします。また、今

年度の PTA 役員につきましては左表の皆様で決定いたしました。あらためて、よろし

くお願いいたします。 

今年度から、PTA の学級選出役員は学年委員のみとなりました。また、PTA 活動に

多くの方に参加していただくために、一人一役制の活動を拡充しています。さらに、PTA

運営委員会等の会議も精選し、学年委員を引き受けていただける皆さんの負担が減るよ

うにしています。このような状況ですので、今後の PTA 活動も先が見えないところで

はありますが、保護者の皆様のあたたかいご協力をいただけると幸いです。どうぞよろ   

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 ４月１０日（金）、例年は全学年で一斉に行う交通安全教室ですが、できるだけ密集をさけるために、今年度は各学年単位で自分

の命と、自分が加害者とならないために大切なことを再度確認する「交通安全教室」を開催しました。 

 各学年の生活担当者から、歩行中の注意や自転車運転時の注意を、過去の事故事例を交えながら話した後に、交通事故に関する

DVD を鑑賞し、より事故の危険さを学習しました。どの学年も真剣に耳を傾け、しっかりと聞くことができていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《５月の行事予定変更について》 
別紙で夏休み前の行事予定についての変更を配布させていただいた通り、外部接触を極力避ける・大勢が関わ

る行事等の自粛という観点から、道教委の通知を受け、当初の行事予定から大幅に変更となっています。本来で

あれば、体育祭に向け練習も本格化し、学年・学級練習、放課後練習がはじまっていたところですが残念です。 

今回は中止・延期の連絡となりましたが、再度検討を重ね早い段階で、変更日程をお伝えできればと考えてお

ります。 

なお、予定されていた行事がほぼ中止となり、目標を失い「無気力」な状態に陥るこも考えられます。しか

し、そんなときこそ、自分から新たなことを見つけ、自分から行動に移して欲しいと考えます。学校では、行事

等の時間が教科指導の時間となっています。部活動が無く生まれた時間、家庭での時間を有効に使って、学習を

進めたり趣味を楽しむようにしてほしいと思います。 

  

2020 年度 PTA 役員 
 
会 ⻑ 街道 美恵 
副会⻑ 髙田 素子 
副会⻑ 杉本 大輔 
副会⻑ 菅野 哲也 
会 計 古屋 兼一 
監 査 佐古 博生 
監 査 宮下 理恵 
監 査 岩村 美由記 
1年間どうぞ 
よろしく 
お願い致します 


